
第６章　その他諸統計

（７）審査・審判、事務系統一覧表

① 特許出願及び平成５年改正前の実用新案登録出願に関する事務系統

問い合わせ先：調整課、書記課

出　　願

方　式　審　査

審　査　請　求

審　　　　　　査

拒絶理由通知

特　許　・　登　録　査　定

拒　絶　査　定
設　　定　　登　　録

公　　報　　発　　行

異　議　申　立

維 持 決 定

取消決定 無効審判請求

( 補 正 書 )

みなし取下げ

審査請求なし

拒絶査定不服審判請求

審　　　理

拒絶審決

東京高等裁判所

最高裁判所

前置審査

特許・登録審決

審査請求期間
特許７年以内(平成１３年１０月１日より、３年以内)
実用４年以内

出願日から
１８ヶ月経過後

異議申立期間
６ヶ月以内

補　正　書

取消理由通知

（ 訂　正 ）

審　　　理

公　開　公　報

審判請求期間
３０日以内

審　　理

維持審決 取消審決

出願公開の請求


